
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１用紙（１０）の全面に接着剤を塗布し、第２用紙（２０）の全面に剥離剤を塗布し
、上記第１用紙の接着剤塗布面と上記第２用紙の剥離剤塗布面を剥離可能に接着し、次い
で上記第２用紙に中央切込み（２２）と両側縁に側部切込み（２３）をいずれも上記第１
用紙の接着剤塗布面に達するまで入れて当該第２用紙を４つの部材に区画し、上記中央切
込みに隣接する

全面に接着剤を塗布した新たな第１用紙を
さらに上記第２用紙に形成した上記中央切込みを挟んでその両側近傍に全用紙を貫通

する中央ミシン目（３０）と上記側部切込みの内側にこれも全用紙を貫通する側部ミシン
目（３１）を入れたものであって、上記第１用紙を分離して接着剤が塗布された区域を送
り状用紙（４）に使用し、剥離剤が塗布された区域を受領書用紙（５）に使用することを
特徴とする伝票類の製造方法。
【請求項２】
　第２用紙（２０）の表裏両面に接着された状態の第１用紙（１０）は、側縁部分をわず
かに切落して上記第２用紙との間に段差を設けたことを特徴とする請求項１に記載の伝票
類の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
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左側部材（２０ａ）又は右側部材（２０ｂ）のいずれか一方の部材並びに
当該部材の反対側に位置する縁部材を反転して上記第１用紙の接着剤塗布面の元の位置に
剥離不能に接着し、続いて 上記第２用紙に接着
し、



【発明の属する技術分野】
本発明は、物品などに貼付して使用する伝票類に関し、さらに詳しくは配送業務等に最適
な伝票類及びその製造方法に関している。
【０００２】
【従来の技術】
剥離剤を塗布したセパレータ紙に剥離可能に接合した用紙によって構成されているタック
紙は、用紙の裏面に接着剤が塗布されているので、当該用紙をセパレータ紙から剥がして
直ちに物品に貼付できるという利便性をもっている。
【０００３】
　しかし、セパレータ紙は、用紙と同じか又はそれ以上の大きさに形成されているので、
用紙を使用した分だけセパレータ紙が廃棄物とし 捨てられている。
【０００４】
　配送業務に使用する配送伝票のうち、「送り状」と「受領書」がミシン目などにより切
離し可能に接続されていて、「送り状」の裏面に接着剤が塗布されているものがあり、こ
の種の伝票がセパレータ紙を使用して製造されているものがある。このため、上記伝票は
、セパレータ紙が廃棄される分だけ資源が有効に活用されていないという問題があった。
【０００５】
又、配送業務が特定の物品を大量に発送するような場合は、配送伝票をパソコン等と連動
するプリンターによって印刷することが行われている。プリンターに適合する用紙は連続
紙及びカット紙があるが、プリンターへの装填などを考慮するとカット紙の方が都合がよ
く、近年はカット紙が多く使用されている。
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】
本発明は、裏面に接着剤を塗布したものでありながらセパレータ紙を不要とすることによ
り省資源効果がある伝票類及びその製造方法を提供することを目的としている。
【０００７】
【課題を解決するための手段】
　解決手段の第１は、第１用紙の全面に接着剤を塗布し、第２用紙の全面に剥離剤を塗布
し、上記第１用紙の接着剤塗布面と上記第２用紙の剥離剤塗布面を剥離可能に接着し、次
いで上記第２用紙に中央切込みと両側縁に側部切込みをいずれも上記第１用紙の接着剤塗
布面に達するまで入れて当該第２用紙を４つの部材に区画し、上記中央切込みに隣接する

全面に接着
剤を塗布した新たな第１用紙を さらに上記第２用紙に形成した上
記中央切込みを挟んでその両側近傍に全用紙を貫通する中央ミシン目と上記側部切込みの
内側にこれも全用紙を貫通する側部ミシン目を入れたものであって、上記第１用紙を分離
して接着剤が塗布された区域を送り状用紙に使用し、剥離剤が塗布された区域を受領書用
紙に使用することを特徴とするものである。
【０００８】
　請求項１は、製造工程中に、第１用紙の全面に接着剤を塗布し、第２用紙の全面に剥離
剤を塗布し、上記第１用紙の接着剤塗布面と上記第２用紙の剥離剤塗布面を剥離可能に接
着し、次いで上記第２用紙に中央切込みと両側縁に側部切込みをいずれも上記第１用紙の
接着剤塗布面に達するまで入れて当該第２用紙を４つの部材に区画し、上記中央切込みに
隣接するいずれか一方の上記第２用紙の部材並びに該部材の反対側となる縁部材を反転し
て上記第１用紙の接着剤塗布面の元の位置に剥離不能に接着し、当該第２用紙に、全面に
接着剤を塗布した新たな第１用紙を接着して、上記第２用紙は反転させた部材を剥離可能
に接着し、他の部材は剥離不能に接着した工程を含んでいるから、２枚の伝票を接着剤塗
布面と剥離剤塗布面とを剥離可能に接着することができ、接着剤塗布面を有していながら
伝票どおしがセパレータ紙としての作用するので、従来のような廃棄されるセパレータ紙
が不要となり、省資源型の伝票が得られる効果がある。
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て

左側部材又は右側部材のいずれか一方の部材並びに当該部材の反対側に位置する縁部材を
反転して上記第１用紙の接着剤塗布面の元の位置に剥離不能に接着し、続いて

上記第２用紙に接着し、



【０００９】
　解決手段の第２は、解決手段の第１において、第２用紙の表裏両面に接着された状態の
第１用紙が、側縁部分をわずかに切落して上記第２用紙との間に段差を設けたことを特徴
とするものである。
【００１０】
　請求項２は、縁部において第１用紙と第２用紙との間に段差を設けたものであるから、
切落し部から第１用紙を剥離するときに剥離作業が容易となるものである。
【００１１】
【発明の実施の形態】
図１は伝票を３連に配列したカット紙タイプの伝票用紙の平面図、図２は配送伝票を１枚
剥がした状態を示す斜視図、図３は伝票用紙の断面図、図４は伝票用紙の製造工程図であ
る。
【００１２】
図において、１は伝票用紙で、表面用紙１ａと裏面用紙１ｂを剥離可能に接着したもので
ある。実施例では、伝票用紙１は３枚の配送伝票２が連続して形成され、ミシン目３から
分離可能に形成されている。但し、配送伝票２の枚数は任意である。配送伝票２は中央部
から左半分を送り状用紙４に、右半分を受領書用紙５とし、送り状用紙４の裏面に接着剤
６を塗布し、受領書用紙５の裏面に剥離剤７を塗布したものである。
【００１３】
図２及び図３を参照として、伝票用紙１は送り状用紙４の接着剤塗布面を他の用紙の受領
書用紙５の裏面の剥離剤７と剥離可能に接着したものである。すなわち、送り状用紙４の
接着剤６と受領書用紙５の剥離剤７とを剥離可能に接着することにより、各用紙の剥離剤
塗布面にセパレータ紙としての作用を奏させることにより、２枚の配送伝票２を剥離可能
に接着したものである。
【００１４】
次に、図４を参照して伝票用紙の製造工程を説明する。まず、第１用紙１０の全面に接着
剤１１を塗布し、第２用紙２０の全面に剥離剤２１を塗布し、これら第１用紙１０と第２
用紙２０を接着剤１１と剥離剤２１の各塗布面を剥離可能に接着する。次いで第２用紙２
０の中央部に中央切込み２２を第１用紙１０の接着剤１１に達するまで入れると共に、両
側縁部に側部切込み２３を第１用紙１０の接着剤１１に達するまで入れる。これにより、
第２用紙２０は中央切込み２２に対し、左側に左側部材２０ａと左縁部材２０ｃ、右側に
右側部材２０ｂと右縁部材２０ｄの４つの部材が区画される（図４Ａ）。
【００１５】
次に、第２用紙２０の左側部材２０ａと右縁部材２０ｄを第１用紙１０から剥離し、反転
して元の位置へ再び接着する。すると、左側部材２０ａ及び右縁部材２０ｄは、第１用紙
１０に対し剥離剤２１を表面に向けて接着される。続いて、左側部材２０ａと右縁部材２
０ｄが反転された第２用紙２０に接着剤１１を全面に塗布した新たな第１用紙１０を接着
する（図４Ｂ）。
【００１６】
次に、第２用紙２０の中央切込み２２を挟んでその両側近傍部に全用紙を貫通する中央ミ
シン目３０と、側部切込み２３の内側部にこれも全用紙を貫通する側部ミシン目３１を入
れる。又、同時に第１用紙１０の縁部の極くわずかを左縁部材２０ｃ及び右縁部材２０ｄ
の剥離剤２１に達するまで切り込んで切落し部１０ａを排出する（図４Ｃ）。
【００１７】
図示したように、縁部において第１用紙１０と第２用紙２０との間に段差を設けたのは、
当該切落し部１０ａから第１用紙１０を剥離するときに剥離作業が容易となるからである
。なお、図４Ｃは図３Ａと同じ構造であり、第１用紙１０及び第２用紙２０の接着加工並
びにミシン目加工と同時に、各第１用紙１０の表面に伝票として必要な事項の印刷を行う
。
【００１８】
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実施例において、第１用紙１０及び第２用紙２０は何れも上質紙を使用している。
【００１９】
図３Ｂにおいて、剥離した下位の第１用紙１０には中央切込み２２から分離した第２用紙
２０の左側部材２０ａと右縁部材２０ｄが接着しており、又、上位の第１用紙１０には右
側部材２０ｂと左縁部材２０ｃが接着している。ここに、剥離して分離された配送伝票２
は同じ構造を備えており、各伝票が互いにセパレータ紙の作用をしているので、分離した
伝票からは廃棄する部材が全くない。
【００２０】
なお、配送伝票２は、第１用紙１０の裏面に第２用紙２０が接着されている部分、すなわ
ち裏面に剥離剤７（２１）が露出している区域が受領書用紙５となり、又、接着剤６（１
１）が露出している区域が送り状用紙４となる。
【００２１】
又、配送伝票２には、受領書用紙５に隣接して第１用紙１０の縁部の接着剤を帯状に残し
ているので、伝票を物品には貼付したとき、受領書の縁部が物品に固着されるので、配送
作業中に伝票が剥がれたりすることが防止できる。
【００２２】
【発明の効果】
　本発明は、送り状用紙と受領書用紙に分離可能に区分した伝票が、送り状用紙の裏面に
接着剤を塗布し、受領書用紙の裏面に剥離剤を塗布し、２枚の伝票を接着剤塗布面と剥離
剤塗布面とを剥離可能に接着したものであるから、接着剤塗布面を有していながら伝票ど
おしがセパレータ紙としての作用を奏するので、従来のような廃棄されるセパレータ紙が
不要となり、資源を有効に活用できる効果がある。
　また、本発明は、送り状用紙と受領書用紙に分離可能に区分した伝票が、送り状用紙の
裏面に接着剤を塗布し、受領書用紙の裏面に剥離剤を塗布し、２枚の伝票を接着剤塗布面
と剥離剤塗布面とを剥離可能に接着したものであって、その製造工程中に、第１用紙の全
面に接着剤を塗布し、第２用紙の全面に剥離剤を塗布し、第１用紙の接着剤塗布面と第２
用紙の剥離剤塗布面を剥離可能に接着し、次いで第２用紙に中央切込みと両側縁に側部切
込みをいずれも上記第１用紙の接着剤塗布面に達するまで入れて当該第２用紙を４つの部
材に区画し、上記中央切込みに隣接するいずれか一方の第２用紙の部材並びに該部材の反
対側となる縁部材を反転して第１用紙の接着剤塗布面の 剥離不能に接着し、続
いて全面に接着剤を塗布した新たな第１用紙を 第２用紙は反転させた
部材を剥離可能とし、他の部材は剥離不能とした工程を含んでいるものであるから、２枚
の伝票を接着剤塗布面と剥離剤塗布面とを剥離可能に接着することができ、接着剤塗布面
を有していながら伝票どおしがセパレータ紙としての作用するので、従来のような廃棄さ
れるセパレータ紙が不要となり、省資源型の伝票が得られることの効果がある。
【図面の簡単な説明】
【図１】伝票用紙を示す平面図。
【図２】図１の斜視図。
【図３】伝票用紙の断面図。
【図４】伝票用紙の製造工程図。
【符号の説明】
１　伝票用紙
２　配送伝票
３　ミシン目
４　送り状用紙
５　受領書用紙
６　接着剤
７　剥離剤
１０　第１用紙
１１　接着剤
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元の位置に
第２用紙に接着し、



２０　第２用紙
２１　剥離剤
２２　中央切込み
２３　側部切込み
３０　中央ミシン目
３１　側部ミシン目

【 図 １ 】 【 図 ２ 】
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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